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議員定数及び議員報酬に関する議会改革推進特別委員会の改正案 

 

 議会改革推進特別委員会では、議長の依頼により平成２７年１２月１０日から本

日まで４回の会議開催し、議員定数と議員報酬について調査研究、審議してまいり

ました。本日、本特別委員会としての改定案を決定し、議長に報告したところで

す。その内容は次のとおりです。 

 

 

平成２８年５月１８日 

議会改革推進特別委員会 

 

 

 

 

 

 

野議第  １０６  号 

平成２８年 ５月１８日 

野洲市議会 

議長 市木 一郎 様 

議会改革推進特別委員会 

委員長 丸山 敬二 

議員定数及び議員報酬の調査研究について（報告） 

平成２７年１１月２０日付け野議第２５７号で依頼がありました標記について調査研究した

結果を別紙のとおり報告します。 

 

別 紙 

 

１．議員定数及び議員報酬の調査研究について 

議会改革推進特別委員会では、市民の声を反映する開かれた議会をめざした議会改革

を進めるために日頃から鋭意取組んでおります。この度、議長から議員定数及び議員報酬

について調査研究し報告するよう依頼を受けました。４回にわたる会議での議論を重ね、議

員定数及び議員報酬を改定すべきとの結論に達し、委員会としての改定案をまとめました

ので報告します。 

２．議員定数について 

（１）改定案 

議員定数は、現行の２０人から２人減じて、次期野洲市議会議員一般選挙から１８人と

する。 

（２）議員定数を改定する理由 
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  ①現在は定数２０人に対し１人欠けており、定数見直しの着眼点としていた常任委員会

の委員数については、６人が２委員会、７人が１委員会（総務常任委員会）である。

６人の委員であっても委員会運営に支障はなく、討議し決定するために必要な委員

会の委員数を充足していると判断されること。 

  ②全国の人口５万人以上６万人未満の８８自治体の議員１人当たりの人口の平均は２，

６７７人（平成２６年１２月３１日現在）であり、これを本市（人口５０，３９７人、議員１

人当たりの人口２，５２０人）に置き換えた場合の議員定数は１９．０人である。また、

同じく県内の市を見ると湖南市は議員定数１８人（人口５４，９３９人）、高島市は議

員定数２０人（人口５１，５９８人）であり、両市の議員１人当たりの人口の平均２，８０

４人を本市に置き換えた場合の議員定数は１８．０人となること。人口が少し多い栗

東市が議員定数１８人であることも参考となる（人口６６，２８３人、議員１人当たりの

人口３，６８２人）。なお、第１次野洲市総合計画改訂版（平成２４年４月）では、本市

の人口について、多少の住宅開発があっても、増加はわずかなものにとどまると予

想している。 

  

３．議員報酬について 

（１）改定案 

議員報酬の月額は、それぞれ平成２９年４月１日から次のとおりとする。 

議長   現行 380,000円を 50,000円増額し 430,000円 

副議長  現行 330,000円を 50,000円増額し 380,000円 

議員   現行 300,000円を 50,000円増額し 350,000円 

（２）議員報酬を改定等する理由 

  ①全国の人口５万人以上６万人未満の８８自治体の議員報酬月額の単純平均は３６４，

９００円（平成２６年１２月３１日現在）である。また、同じく県内の市を見ると湖南市

は、３５０，０００円（議員定数１８人）、高島市は３１０，０００円（議員定数２０人）であ

り、人口が少し多い栗東市（人口６６，２８３人、議員定数１８人）では、平成２８年４

月から３２５，５００円に改定されていること。なお、人口４万５千人から５万５千人の

８４自治体では、３５万円前後に集中している実態がある。 

  ②野洲市特別職報酬等審議会（以下、「審議会」という。）から、平成１８年１月１１日に

議員報酬について答申（議長４３０，０００円、副議長３８０，０００円、議員３５０，００

０円）がされ、同年４月からこの答申のとおり議員報酬が改定された。その後、議員

提案により平成２５年８月から減額改定され現在に至っている。この間、平成２６年

１月１６日に審議会から答申があり、市長等の給料は据え置きとされるなか、議員

報酬については審議内容で、「現在の報酬額は、平成１８年度においてなされた本

審議会答申を経て改定された報酬額を議員自らの判断で削減されたものであり、現

行額は、県内他市と比較しても低い状況ではあるが、今回、その意思を尊重し、現

行の額を据え置くものと判断したところである。」とまとめられている。このことから、

平成１８年１月１１日の答申の範囲内において、議員報酬を改定することは妥当性

があるものと判断されること。 
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  ③審議会の平成１８年１月１１日答申の前年である平成１７年に対する平成２６年の比

較では、ⅰ）全国市議会議長会資料の中から本市が区分される人口規模での全国

市平均の議員報酬の額では、約４．６０％の減少であるが、ⅱ）総務省統計局の労

働者の所定内給与額では、約０．７９％の減少、ⅲ）同じく消費者物価指数では、約

３．００％の上昇であることから、平成１８年１月１１日の答申時からの変動はわずか

であると判断されること。 

 

 

 

 

※市議会に対する市民の皆様のご意見をお待ちしています。  

 ５２０－２３３２ 野洲市小篠原２１００番地１ 野洲市議会事務局 宛 

 電子メール    gikai@city.yasu.lg.jp 

 ファクス     ０７７－５８６－４３００ 

 

 

※次回の議会改革推進特別委員会 

 日 時        平成２８年９月１５日（木） 

予算常任委員会（午前中）終了後 

 場 所        市役所本館３階第１委員会室 

 調査研究・審査事項  議会モニター制度について 

            その他 

※当委員会の会議は公開です。市民の皆様の傍聴をお待ちしております。 
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